
（194）自立支援給付の介護給付費及び訓練等給付費に係る国の負担が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 （組織）厚生労働本省 （項）障害保健福祉費

部 局 等 5県、 2市

国の負担の根拠 障害者自立支援法（平成 17年法律第 123号）

実 施 主 体 市 32、町 11、計 43実施主体

事 業 者 指定生活介護事業者 2、指定就労移行支援事業者 1、指定就労継続支

援 B型事業者 5、計 8事業者

過大に支払われ
た介護給付費等
に係る障害福祉
サービスの種類

生活介護サービス、就労移行支援サービス、就労継続支援 B型サー

ビス

過大に支払われ
た介護給付費等
の件数

766件（平成 21年度～24年度）

過大に支払われ
た介護給付費等
の額

22,651,375円（平成 21年度～24年度）

不当と認める国
の負担額

11,325,687円（平成 21年度～24年度）

1 自立支援給付の概要

⑴ 自立支援給付

自立支援給付は、障害者自立支援法（平成 17年法律第 123号）に基づき、障害者及び障害

児（以下「障害者等」という。）が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うものである。

⑵ 障害福祉サービス

自立支援給付のうち、障害福祉サービスに係る給付費の支給には、介護給付費及び訓練

等給付費（以下、これらを合わせて「介護給付費等」という。）がある。介護給付費の支給の

対象には生活介護サービス
（注 1）

等があり、訓練等給付費の支給の対象には就労移行支援サービ

ス
（注 2）

、就労継続支援 B型サービス
（注 3）

等がある。

そして、障害者等が障害福祉サービスを受けようとする場合の手続は、次のとおりと

なっている。

ア 障害者等は、居住地の市町村から介護給付費等を支給する旨の決定を受ける。

イ 支給決定を受けた障害者等（以下「支給決定障害者等」という。）は、支給決定の有効期

間内に都道府県知事等の指定を受けた指定障害福祉サービス事業者（以下「事業者」とい

う。）の事業所において、障害福祉サービスを受ける。

（注 1） 生活介護サービス 常時介護を要する障害者に対して行われる、入浴、排せつ等の

介護、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の

支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能等の向上のた

めに必要な支援

（注 2） 就労移行支援サービス 就労を希望する 65歳未満の障害者で通常の事業所に雇用

されることが可能と見込まれる者に対して、生産活動等の機会の提供を通じて行

われる、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支

援
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（注 3） 就労継続支援 B型サービス 雇用契約に基づいて通常の事業所に就労することが困

難な障害者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動等の機会の提供

を通じて行われる、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他

の必要な支援

⑶ 障害福祉サービスに要した費用の額の算定

事業者が障害福祉サービスを提供して請求することができる費用の額は、「障害者自立

支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額

の算定に関する基準」（平成 18年厚生労働省告示第 523号。以下「算定基準」という。）等に基づ

き、障害福祉サービスの種類ごとに定められた所定単位数に単価（10円～10.98円）を乗じ

て算定することとなっている。

そして、生活介護サービス、就労移行支援サービス及び就労継続支援 B型サービスの

各サービスに係る介護給付費等は、事業者が過度に利用者を受け入れることを未然に防止

し、適正な障害福祉サービスの提供を確保するため、算定基準等により、サービスの利用

定員が 12人以上の事業所において、直近の過去 3月間のサービスの利用者の延べ人数

が、当該サービスの利用定員に開所日数を乗じて得た数に 100分の 125を乗じて得た数等

（以下「受入可能人数」という。）を超える場合には、所定単位数に 100分の 70を乗じて得た

単位数を基に算定することとなっている。

⑷ 介護給付費等

市町村は、支給決定障害者等が事業者から障害福祉サービスの提供を受けたときは、こ

れに係る介護給付費等を事業者に支払うこととなっており、介護給付費等は、障害福祉

サービスに要した費用の額の 100分の 90又は 100分の 90を超え 100分の 100に相当す

る額以下の範囲内において法令等で定める額となっている。

介護給付費等の支払手続については、①事業者が、介護給付費等を記載した介護給付

費・訓練等給付費等請求書等（以下「請求書等」という。）を市町村から介護給付費等に係る

支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会に送付し、②同連合会は、事業

者から送付された請求書等の点検を行い、介護給付費等を市町村に請求して、③請求を受

けた市町村は、金額等を算定基準等に照らして審査の上、同連合会を通じて事業者に介護

給付費等を支払うこととなっている。

そして、国は、障害福祉サービスに要した費用について市町村が支弁した介護給付費等

の 100分の 50を負担している。

2 検査の結果

⑴ 検査の観点、着眼点、対象及び方法

本院は、合規性等の観点から、介護給付費等の算定が適正に行われているかに着眼し

て、23都道府県において、61事業者に対する介護給付費等の支払について、介護給付費

等の請求に係る関係書類等により会計実地検査を行った。そして、介護給付費等の支払に

ついて疑義のある事態が見受けられた場合には、更に都道府県等に事態の詳細な報告を求

めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

⑵ 過大となっていた支払の事態

検査の結果、 6県に所在する 8事業者は、事業所における直近の過去 3月間のサービス

の利用者の延べ人数が受入可能人数を超えていたのに、前記の 100分の 70を乗ずること

なく単位数を算定していたため、平成 21年度から 24年度までの間に、766件の請求に対
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して 43市町が支払った介護給付費等が計 22,651,375円過大となっていて、これに対する

国の負担額計 11,325,687円は負担の必要がなかったものであり、不当と認められる。

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

〈事例〉

福岡県に所在する事業者 Aは、就労継続支援 B型サービスの提供を行った事業所における

介護給付費等の算定に当たり、平成 23年 9月及び同年 11月から 24年 2月までの間におい

て、直近の過去 3月間の利用者の延べ人数が受入可能人数を超えていたのに、その間に障害福

祉サービスの提供を受けた利用者に係る 169件について、所定単位数に 100分の 70を乗じて

いなかった。

このため、169件の請求に対して 5市が支払った介護給付費等が計 5,276,200円過大となって

いて、これに対する国の負担額計 2,638,100円は負担の必要がなかった。

このような事態が生じていたのは、事業者において算定基準等に対する認識が十分でな

かったことにもよるが、市町において介護給付費等の算定について審査が十分でなかった

こと、県等において事業者に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

これを県等別に示すと次のとおりである。

県 等 名 実 施 主 体
（事業者数）

年 度 過大に支払わ
れた介護給付
費等の件数

過大に支払わ
れた介護給付
費等

不当と認める
国の負担額

摘 要

件 千円 千円

埼 玉 県 4市⑴ 21、22 172 3,307 1,653 就労継続
支援B型
サービス

新 潟 県 7市町⑴ 23、24 47 1,600 800 生活介護
サービス

新 潟 市 1市⑴ 23 25 1,706 853 同

高 知 市 17市町⑴ 22 46 1,296 648 就労継続
支援B型
サービス

福 岡 県 8市町⑵ 23 245 7,789 3,894 同

鹿児島県 4市⑴ 23 87 4,266 2,133 就労移行
支援サー
ビス

沖 縄 県 2市⑴ 21、22 144 2,684 1,342 就労継続
支援B型
サービス

計 43市町⑻ 21～24 766 22,651 11,325
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